
◆
対
象

　

定
額
減
税
の
対
象
者
で
、
定
額

減
税
可
能
額
が
「
令
和
６
年
分
推

計
所
得
税
額
」
ま
た
は
「
令
和
６

年
度
分
個
人
住
民
税
所
得
割
額
」

を
上
回
る
（
減
税
し
き
れ
な
い
）

と
見
込
ま
れ
る
方

※�

令
和
６
年
分
推
計
所
得
税
額
は

令
和
５
年
分
所
得
税
額
を
用
い

て
推
計
し
ま
す
。

◆
定
額
減
税
可
能
額

所
得
税
分
定
額
減
税
可
能
額

３
万
円
×
減
税
対
象
人
数

個
人
住
民
税
所
得
割
分
定
額
減
税

可
能
額

１
万
円
×
減
税
対
象
人
数

※�

減
税
対
象
人
数
＝
納
税
義
務
者

本
人
＋
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶

養
親
族
（
16
歳
未
満
を
含
む
）

の
人
数

　
物
価
高
騰
に
よ
る
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
令
和
６
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
令
和
６
年
度
分

の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
定
額
減
税
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
減
税
し
き
れ
な
い
方
に

対
し
、
差
額
分
を
定
額
減
税
補
足
給
付
金
と
し
て
給
付
し
ま
す
。

定
額
減
税
補
足
給
付
金
（
調
整
給
付
）
の�

�

給
付
対
象
と
な
る
方
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

◆
給
付
金
の
算
出
方
法

給
付
額

　

①
と
②
の
合
計
額
を
１
万
円
単

位
で
切
り
上
げ
し
た
額

①�

所
得
税
分
定
額
減
税
可
能
額
か

ら
令
和
６
年
分
推
計
所
得
税
額

を
引
い
た
額

②�

個
人
住
民
税
所
得
割
分
定
額
減

税
可
能
額
か
ら
令
和
６
年
度
分

個
人
住
民
税
所
得
割
額
を
引
い

た
額

◆
申
請
方
法

　

対
象
と
な
る
方
へ
8
月
13
日
㊋

か
ら
順
次
、
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
で
申

請
、
同
封
の
返
信
封
筒
で
郵
送
ま

た
は
市
役
所
２
階
定
額
減
税
補
足

給
付
金
事
務
局
へ
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
申
請
期
限

　

10
月
31
日
㊍

◆
そ
の
他

　

給
付
額
や
対
象
者
の
確
認
に
つ

い
て
は
、
個
人
情
報
の
た
め
、
電

話
で
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
直
接
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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問合せ　秘書広報課（３階）　☎（20）1512　 （20）1601

スマホで読める♪ 
「広報もばら」のアプリ配信

	 Android	 iPhone

※アプリ内の広告は、茂原市とは関係ありません。

Follow me! 
市公式ＳＮＳで情報発信中
LINE X Facebook

　「広報もばら」発行のお知らせの他、市政情報
やイベント情報、災害時の緊急情報も発信して
います！
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